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ご連絡  

 

 本協会からの令和４年１２月８日付け「ご連絡」に対し、令和５年５

月１８日付け「回答書」をいただきました。ご対応ありがとうございま

す。  

 Ｐａｉｒｓの利用規約については、「回答書」別紙１でご提示いただい

た修正案のとおり改定をしていただければ、本協会としても、本協会が

申入れをした不精算条項に係る問題（利用規約第１０条４項、５項及び

第１２条の消費者契約法９条１号違反の問題）は概ね解消されると判断

いたしました。  

 また、最終確認画面についても、同別紙２のとおり、別紙１でご提示

いただいた利用規約第１０条４項の改定にあわせて精算・返金に関する

記載をするとともに、解約手続に関する表示もしていただけるとのこと

ですので、本協会が懸念している事項は概ね解消されます。  

 以上の次第で、貴社におかれましては、「回答書」別紙１及び２のとお

り、改定・変更をしていただきますようお願い申し上げます。同改定等

をしていただけましたら、本協会としては、貴社のご理解のもと、相応

の是正が図られたと判断し、今回の申し入れについては終了とさせてい

ただきます。つきましては、改定・変更の施行日をお知らせくださいま

すようにお願い申し上げます。  

 また、本協会からの申入れは終了としますが、最終確認画面の「注意

事項」のうち解除・解約に関する事項を「キャンセル  支払う」のボタ

ンより上部に表示することや、その他、本協会より要望した各事項につ

いては、貴社におかれまして改定・改善いただく方向で引き続きご検討

下さいますようお願い申し上げます。  

 なお、申入書においてもお知らせしていますが、申入書並びに貴社か

らの回答の有無及び回答の内容など本件一連の経過については、消費者

契約法第２７条に定める消費者に対する情報提供の一環として、本協会

において公表することを申し添えます。  

以上  
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